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1576年 に、ロン ドン市内の修道院跡の建物に屋内劇場がつ くられること

になり、入場料 をとって観客 を集める手筈が整えられたことは、イングラ

ン ドにおける演劇の歴史において前例のないことであった。

それ以前の時代において演劇 とは主として屋外で行 うものであった。プ

ロの俳優たちが入場料 をとって観客を集めて演技を行ったのは屋外であり、

アマチュアの俳優たちが祝祭劇 を上演するの も屋外であった。ただ し、宮

廷や貴族の館では屋内で上演されることもあったが、専用劇場ではなかっ

たし限られた観客を対象にしたものであった。

不特定の多数の観客 を収容する劇場 という側面からながめた場合に、エ

リザベス朝の演劇が、演劇史の中で大 きな転換点にあった ということがで

きるのはそこである。そのような転換を構成する事件の一つ として、第一

次ブラックフライアーズ劇場の誕生をとらえてみよう。屋外劇場か ら屋内

劇場へ という転換点に位置 しているからである。

この劇場の誕生は多くの偶然の所産であったようにも見えるし、必然的
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な成 り行 きであったようにも見えて くるから不思議である。

さて、そもそも観客のないところで演劇は成立しえないのであるか ら、

演劇を成 り立たせようとする人々にとってまず関心のあるのは、観客 をど

のようにして確保す るか ということである。たとえば古代ギ リシャにおい

ては演劇は国家的行事であったから、観客 を収容する劇場 をつ くるために

莫大な費用を投入し、大 きな富が劇場をめ ぐって消費された。

イングラン ドにおいても、エ リザベス朝の商業演劇の興隆にいたるまで

は、一般の人々に とって演劇は共同体が主催 して行 うものが主流であ り、

観客は演劇 を成 り立たせ るための一部として参加 していた。その一方で商

業演劇は、6名 ぐらいのごく少ない人数の役者 グループが、町から町へ と

観客を求めて巡業す るという形態をとった。 これらの演劇はいずれ も屋外

で行われた。

1576年 にジェームズ ・バーベ ッジが 「劇場座」 という商業演劇のための

最初の専用劇場 をロン ドン市郊外に作ったときも、舞台をおお う屋根 を省

略した屋外劇場であったのは、そういう伝統か らすれば自然の成 り行きで

あったろう。

同じ年にロン ドン市内に誕生 したのがブラックフライアー ズ劇場 であ

った。 こちらは、もともと修道院として作 られた既存の建物 を利用 して、

リチャー ド・ファラントが内部 を改装 して劇場に仕立てあげた。さらに、

それは表向きは商業演劇のための劇場 として作られたわけではなかった。

宮廷において上演する芝居 を、少年劇団の俳優たちに教えるための劇場、

つ まり稽古場であ り、その模様を限られた人々を対象に公開するという建

前であった。

この劇場は、旧ブラックフライアー ズ修道院の建物 を利用 し、一部を改

造してつ くられたことが知 られているが、建物の中のどこにあったのか、

どういう構造だったか、ということがそもそもはっきりとはわかっていな
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いなど、伝 えられていない部分が少なくない。

以下は、ブラックフライアー ズ劇場がどのようにして誕生することになっ

たのか、数奇な運命をたどったある修道院をめ ぐる歴史である。

1275年

ドミニ コ派 の修 道 士 た ちが 、 ロ ン ドン市 の 西 部 セ ン ト ・ポー ル寺 院 とテ

ム ズ川 の あ い だ の 土 地 を 入手 した 。 ロ ン ドンで は 当初 ホ ル ボ ー ン地 区 に修

道 院 を構 え て い た の で あ るが 、移 転 す る た め の 措 置 で あ っ た 。 移 転 の 理 由

は は っ き り しな い 。

新 し い修 道 院 は 、 ロ ン ドン 市 に 入 る7つ の城 門 の うち 、 一 番 西 に あ る ラ

ドゲ イ トに接 す る土 地 で あ る 。 市 の 城 壁 は 、 ラ ドゲ イ トか ら南 側 に延 び て

い た 部 分 が 壊 され 、 西 側 に 移 動 させ られ た 。修 道 院 は城 壁 の 東 側 で あ り、

ロ ン ドン市 内 に位 置 す る こ とに な っ た。 た だ し修 道 院 内 に は ロ ン ドン市 当

局 の 管 轄 権 は 及 ば ず 、 特 別 な 区域 で あ る。

そ この 修 道 士 た ち は 黒 い衣 を ま と っ て い た こ とか ら黒 僧(ブ ラ ッ ク フ ラ

イ ア ー)と 呼 ば れ 、 これ が ブ ラ ッ ク フ ラ イ ア ー ズ修 道 院 の 始 ま りで あ る。

移 転 当 時 の イ ン グ ラ ン ド王 は エ ドワー ドー 世 、 王 妃 は カ ス テ ィ ラ の エ レ

ノア で 、 修 道 士 た ち に 援 助 を お し ま なか っ た と い う。

フ ラ ン ス の ラ ン グ ドッ ク に お い て 、 聖 ド ミニ ッ ク に よ っ て ド ミニ コ派修

道 会 が 創 立 され た の は1215年 の こ とで あ る 。 ま も な く、 フ ラ ン ス 、 スペ イ

ン 、 イ タ リア に修 道 会 の 拠 点 が つ くられ た 。修 道 士 た ちが イ ン グ ラ ン ドに

最 初 や っ て きた の は1221年 の こ とで あ っ た。

1522年

こ の年 、 神 聖 ロー マ 皇 帝 に して ス ペ イ ン王 の カー ル 五 世 が 、 ヘ ン リー 八

世 の治 世 の も との イ ン グ ラ ン ドを訪 れ た 。 迎 賓館 と な っ た の が ブ ラ ッ クフ
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ラ イ ア ー ズ修 道 院 で あ っ た。 こ の とき 、隣 に あ っ た ブ ラ イ ドウ ェ ル 宮 殿 を

宿 舎 とす る従 者 た ち と カー ル五 世 との 連 絡 が容 易 に な る よ う に、 修 道 院 と

宮 殿 との あ いだ に 木 造 の 橋 が 架 け られ た。

ヘ ン リー 八 世 の妃 で あ っ た ア ラ ゴ ンの キ ャサ リン は 、 カー ル 五 世 に と っ

て は叔 母 に あ た る。 ヘ ン リー とキ ャサ リン の結 婚 は 最 初 は幸 福 な もの だ っ

た とさ れ て お り、 こ の 時 は ま だ 二 人の あ い だ の 離 婚 問 題 は お こ っ て い な か

っ た 。

こ の 頃 、 イ ン グ ラ ン ドで は修 道 士 の 勢 力 は か つ て の お もか げ は な く、 ブ

ラ ッ ク フ ラ イ アー ズ修 道 院 の修 道 士 の 数 も少 な くな っ て い た の で 、修 道 院

の建 物 は 、 一 部 が 住 居 と して 貸 しだ され て い た 。

カ ー ル 五 世 の訪 問 に あ わせ て 、1522年 の 時 点 で そ こ に住 居 を構 え て い た

人 々 の 名 前 が 記 録 され て お り、そ の 中 に は 、WilliamLordCobham(フ ォー

ル ス タ ッ フの モ デ ル と され 、 も とは 『ヘ ン リー 四 世 』 の 中 に 実 名 で 登場 し

たSirJohnOldcastleの 子 孫 に あ た るSirWilliamBrookの こ と),Sir

WilliamKingston,SirWilliamParr(ヘ ン リー の6番 め 、す なわ ち最 後 の

王 妃 と な っ た キ ャサ リン ・パ ー の 兄 弟)な どの 名 が あ る 。

当 時 ヨー ロ ッパ で権 勢 並 ぶ もの の なか っ た カー ル五 世 の滞 在 の ため に ブ

ラ ッ ク フ ラ イ アー ズ修 道 院 が選 ば れ た こ とは 、 この 建 物 が 宮 廷 に 比べ られ

る ほ どの 立 派 な もの で あ っ た こ と を うか が わせ る だ ろ う。

1529年

ブラックフライアーズ修道院の建物内の一室にローマ教皇の使節が到着

し、ヘ ンリー八世 とキャサ リンとの離婚問題に関する法廷が開かれた。

ヘ ンリーは、王妃アラゴンのキャサ リンとのあいだの6人 の子供たちが

次々と死んで、メア リー しか残らなかったので、自分 とキャサ リンが結婚

したことが、教会法に違反するためではないかと思い始めたらしい。キャ
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サ リン は 、 形 の上 だ け で あ れ す で に 兄 ア ー サ ー と結 婚 して い た か ら で あ る

(キ ャサ リン の持 参 金 を返 さな くて もい い よ うに 、 兄 の 死 後 父ヘ ン リー 七

世 が 取 り計 ら っ た)。 また 男 子 の 嫡 出 の 世 継 が 欲 しか っ た が 、 キ ャサ リン

は も う40歳 をす ぎ て い て望 み は 薄 い。 す でに ア ン ・ブー リン と通 じ て い た

王 が 、 王 妃 に 「離 婚 」 の こ と を伝 え た の は1526年 で あ っ た 。

次 の1527年 に 、二 人 の結 婚 が 無 効 で あ る こ とを認 め る よ う求 め られ た の

は 、 当 時 の ロー マ 教 皇 クレ メ ン ス七 世 で あ る。 翌1528年 に 教 皇 使 節 と し て

任 命 され 、1529年 ブ ラ ッ クフ ラ イア ー ズ 修 道 院 にお い て 離 婚 問 題 の 裁 判 に

あ た っ たの は 、 ロー マ か ら送 られ た枢 機 卿 ロ レ ン ゾ ・カ ン ペ ッ ジ ォ、 な ら

び に イ ン グ ラ ン ド最 後 の枢 機 卿 と な る トー マ ス ・ウル ジー で あ っ た 。

しか し、 ヨー ロ ッパ の政 治 情 勢 をみ る と、 す で に1527年 に キ ャサ リンの

甥 で あ る カー ル五 世 が ロー マ に 侵 入 して 掠奪 をほ しい ま ま に し(い わ ゆ る

「ロー マ の 掠 奪 」)
、 ロー マ 教 皇 とイ タ リア は事 実 上 カー ル 五 世 の 支 配 下

に あ っ た。教 皇 は 、カー ル 五 世 の 叔 母 を窮 地 に お と し いれ る よ うなヘ ン リー

の願 い は 、 認 め る こ とは で き な い 政 治 的 な状 況 に あ っ た。

ブ ラ ック フ ラ イア ー ズ修 道 院 で の 法 廷 は な ん ら決 定 も下 せ な い ま ま、 カ

ンペ ッ ジ ォ は休 廷 を宣 言 し 、教 皇 は 彼 を ロー マへ と呼 び 戻 した 。 ウ ル ジー

は失 脚 す る。

1536年

議会(1529年 か ら1536年 まで開かれた宗教改革議会)は 、ローマ との断

交を完成して教会よりも国家が優越するという法律 を通過させ、イングラ

ン ドの修道院の うち規模の小さいものを解散 し、その財産をすべて没収す

るという法律 「小修道院解散法」 を承認 した。この段階ではまだブラック

フライアー ズ修道院は解散 していない。大修道院については法律によるい

っせい解散 とはされず、説得により自発的解散がすすめ られた。大修道院
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長 が 貴 族 院 に 議 席 を有 して い た こ とへ の 配 慮 で あ っ た。

これ よ り先 の1533年5月23日 に は 、 ヘ ン リー と キ ャサ リンの 結 婚 が 無効

で あ る こ とが 、 トー マ ス ・クラ ンマ ー に よ っ て 宣 言 され 、 そ の 年 の1月25

日にす で に ヘ ン リー は ア ン ・ブ ー リン と密 か に 結婚 して い た の で 、5月28

日に は そ の 結 婚 が 有 効 で あ る と宣 言 され た。

1538年11月12日

この 日を期 してブラックフライアー ズ修道院が解散 され、その土地、建

物は王の手に没収 された。かつて1315年 には70名 を数えた修道士であった

が、残っていたのはわずかに16名 または17名 であった。解散の前から修道

院のなかに建物を借 りて住んでいた人々は手厚 く扱われた。

このあと1540年 から1550年 のあいだに他の16の 土地区画がつぎつぎと売

却または譲渡 されてい く。そのため、1576年 にブラックフライアーズ劇場

が成立 した ときには、敷地内には多くの人々が住んでいた。

修道院はロン ドン市内に位置 していたが、それまで修道士 たちは敷地内

へのロン ドン市当局の管轄権 を排除して特権 を保持 して きた。解散を好機

とみた市当局は、王に対 して旧修道院内への管轄権を請求 したが、王は市

当局の権力の増大 を好まなかったので、ついに認めなかった。王は敷地に

入るための四つの門の鍵を、敷地内の特権 を象徴するものとして、敷地内

に住んでいたサー ・ジョン ・ポーティナ リ(SirJohnPortinary)と いう

人物に託 した。

したがってブラックフライアーズ地区は、修道院解散後も特殊な自由区

(liberty)と して残 ることになる。そこに住む住民たちは独 自に自治組織

をつ くった。この事実はのちにブラックフライアー ズ劇場が成立するため

にも重要な役割をはたす。

一22一



磯 山 甚

1539年

この年には 「大修道院解散法」が制定 された。この結果、残っていた修

道院 も解散 させ られ、没収 された。大修道院長 も議会における議席を失っ

た。 「解散 された修道院の院長の多くは主教か大聖堂首席司祭になった。

修道士は十分年金を与えられ、その中の多くは年金 と同 じくらい聖職禄を

受けた。」(注1)

ヘンリーは、1540年 代の初め までに 「没収 した修道院の土地の大部分を

貴族、廷臣、官僚や商人に売 り、彼らはその大部分 を一段下の ものに転売

した」(注2)の である。

1545年3月11日

サ ー ・ トー マ ス ・カ ワ ー デ ン(SirThomasCawarden)が 、常 設 王 室

祝 典 局 の 初 代 長 官 と し て 王 か ら任 じ られ た 。祝 典 局 長 官 の 職 が 最 初 に 設 け

られ たの は1494年 の こ とで あ るが 、 当初 は 、祝 祭 の た び ご とに 宮 廷 の祝 典

の 費 用 の 支 出 と監 督 をす るた め 臨 時 に任 じ られ て い た官 職 で あ る。

王 室 祝 典 局 は 、エ リザ ベ ス朝 の 言 い方 で は"standing.offices"(常 設 部

局)と 呼 ばれ た部 局 の 一 つ で あ る。 王 室 の財 政 とは 切 り離 され て 独 立 して

運 営 され 、 ロ ン ドンに お い て 宮 廷 とは別 の場 所 に事 務 所 をお い た 。 宮 内大

臣(theLordChamberlain)に よっ て 、直 接 で は な いが あ る種 の 監 督 を受

け て い た 。

1547年2月

この年 の1月 にヘ ン リー 八世 が 死 ん だ 。2月 に は 、 そ れ まで セ ン ト ・ポ

ー ル寺 院 の 北 側 の ウ ォ リ ッ ク亭(theroyalmansionofWarwickInn)に

お か れ て いた 王 室 祝 典 局 は 、 長 官 サ ー ・ トー マ ス ・カ ワー デ ン の 監 督 の も

とに ブ ラ ック フ ラ イ ア ー ズへ 移 転 した 。 第 二 次 王 室 祝 典 局 で あ る 。
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す で にヘ ン リー 王 の 死 の 前 か ら、 ブ ラ ッ クフ ラ イア ー ズ の建 物 の な か の

「パ ー ラ メ ン ト ・チ ェ イ ンバ ー 」(ParliamentChamber)と 呼 ば れ る部 分

は宮 廷 で 芝 居 や 仮 面劇 な ど を上 演 す る と きの た め に 、衣 装 や 大 道 具 ・小 道

具 類 が 保 管 さ れ て いた 。

1548年4月4日

サ ー ・ トー マ ス ・カ ワー デ ン は 、 ブ ラ ッ クフ ラ イア ー ズの 建 物 と敷 地 の

多 くの部 分 を借 り うけ 、祝 典 局 の事 務 所 と して使 用 す る。

1550年3月12日

こ の 日に 、ヘ ン リー 入世 の遺 言執 行 人 は 、 も との ブ ラ ッ クフ ラ イ ア ー ズ

の 土 地 区 画 や 建 物 で譲 渡 さ れ ず に 残 っ て い た 部 分 を 、サ ー ・トー マ ス ・カ

ワ ー デ ン に 無償 で譲 渡 した 。 これ を もっ て す べ て の土 地 区画 ・建 物 が 処 分

され た。 カ ワー デ ン に対 す る譲 渡 は 、王 室 祝 典 局 長 官 と して 王 の た め に つ

く した功 績 に よ る もの ら し い。

サ ー ・トー マ ス は最 初 の 常 設 王 室 祝 典 局 長 官 で あ り、 そ の 事 務 所 は こ の

敷 地 内 に 設 置 さ れ て い た 。 譲 渡 さ れ た 土 地 ・建 物 は 、 サ ー ・ トー マ ス に よ

っ て 手 が 加 え られ 、 住 居 な ど と して 貸 し 出 さ れ た 。

1559年8月29日

王 室 祝 典 局 長 官 サ ー ・トー マ ス ・カ ワー デ ンが 死 亡 した 。 こ の 年 の1月

15日 に挙 行 され た エ リザ ベ ス女 王 の 戴 冠 式 を、 長 官 と して監 督 し た の もつ

か の 間 の こ とで あ っ た。 子 供 が な か っ た の で 、 遺 言 執 行 人 で あ る レ デ ィ ・

カ ワー デ ン とサ ー ウ ィ リア ム ・モ ア(SirWilliamMore)が 、ブ ラ ッ ク

フ ラ イ ア ー ズの 土 地 ・建 物 も含 め て遺 産 を引 き継 い だ。
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1560年1月18日

祝 典 局 の長 官 と して の任 務 を引 き継 ぐべ く任 じ られ た の は 、 サ ー ・ トー

マ ス ・ベ ン ジ ャー(SirThomasBenger)で あ っ た 。(な お 、1572年 に 彼

が 死 ん だ あ とは 、1579年 にサ ー ・エ ドマ ン ド ・テ ィル ニ ー(SirEdmund

Tilney)が 任 命 され る まで 祝 典 局 長 官 の職 は 空 席 の ま ま で 、そ の 任 務 は 宮

内大 臣 が 一 括 して 監 督 し、実 際 の仕 事 に は代 理 人が あ た った 。)

1560年2月20日

レ デ ィ ・カ ワー デ ンが 死 ん だ の に と も な い 、 遺 産 は サ ー ・ウ ィ リア ム ・

モ アー 人 の 所 有 に帰 す る。

1560年6月10日

サ ー ・ウ ィ リア ム は 、修 道 院 の 建 物 を祝 典 局 の事 務 所 と して使 用 す る こ

とを認 め なか った ら しい 。 そ こ で 、祝 典 局 は 市 の北 西 部 郊 外 クラー ク ン ウ

ェル に あ っ た セ ン ト ・ジ ョ ン修 道 院 跡(theIatehospitalofSt.Johnof

Jerusalem)へ と移 転 した
、(第三 次 の 祝典 局 事 務 所)。

サ ー ・ウ ィ リア ム は 、空 室 とな った 祝 典 局 事 務 所 跡 を サ ー ・ヘ ン リー ・

ネ ヴ ィル(SirHenryNeville)と い う人 物 に21年 の 契 約 で 貸 した 。サ ー ・

ヘ ン リー は 、 そ の部 屋 に い くつ か の 仕 切 り を作 った 。

ブ ラ ッ クフ ラ イ ア ー ズ と祝 典 局 との つ なが りは 一 応 こ こ で 途切 れ るが 、

の ち に な っ て 別 の 形 で 関 係 す る よ うに な る。

1568年

サ ー ・ウ ィ リア ム は 、祝 典 局事 務 所跡 の 部 屋 を100ポ ン ドを払 って サ ー ・

ヘ ン リー ・ネ ヴ ィル か ら貸 借 権 を買 い戻 す 。 手 を加 え て か ら ま た 貸 し出 す

た め で あ っ た ら し い。
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そ の 後 少 しの あ い だ 、 そ こ は絹 染 色 組 合(SilkDyer'sCompany)が 使

用 した 。

1571年

事 務 所 跡 の部 屋 は 、前 出 の コバ ム 卿(WilliamLordCobham)が 借 りて 、

1576年 ま で所 有 す る。

1576年8月27日

コバ ム 卿 が 手放 した 部 屋 を借 りる た め に 、 ウ ィ ンザ ー 礼 拝 堂 少年 劇 団 の

マ ス ター で あ り、王室 礼 拝 堂 少年 劇 団 の マ ス ター 代 理 であ った リチ ャー ド ・

フ ァ ラ ン トは 、所 有者 サ ー ・ウ ィ リア ム ・モ ァ に 宛 て て手 紙 を書 い た。フ ァ

ラ ン トは 以 前 に その 部 屋 を借 りて い た ネ ヴ ィル か ら紹 介 され た の で あ る。

『… 先までコバム卿の所有であったブラックフライアご ズの建物を

どうぞ私に貸 して頂 きた く心よ りお願い申し上げる次第でございます。

… まだ閣下には面識のない私でございますが、この契約に関わるこ

とが らについて、閣下には何ごともお気に召 さぬことはないと、神にか

けて希望いたす次第でございます。 もしもご好意を得ることとができま

すならばさらにお願 いがございます。それは、仕切 りを一つ取 り払いま

して、二つの部屋 を一続きの部屋にいた したいのでございます。私が立

退 く時、または契約期限が切れました時には、もとに戻すつ もりでござ

います。 … 』(注3)

以前の借 り手であったネヴィルも、モアに宛てて同じ日に手紙を書 き、

ファラン トを推薦しているが、はたして二人はどんな関係だったのだろう

か?
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『… 私 の友 人 で あ る フ ァ ラ ン ト氏 に ご厚 情 を た ま わ りた く
、 氏 は 、

私 が か つ て閣 下 よ り借 りて お りま した建 物 が 、 近 々 貸 しだ され る と伺 い

ま して 、貸 借 料 金 に つ い て は他 の どん な 人 よ りも よ い額 を提 示 して お 借

り した い との こ とで ご ざ い ます 。 願 いが か な い ます れ ば現 在 の 氏 に と り

ま して は ま こ とに喜 ば しい 限 りで して 、 ご厚 情 に 報 い る こ とに 関 して は

氏 ほ どの 人 は他 に は な い こ と を、 氏 にか わ っ て 申 し あ げ る次 第 で ご ざい

ます 。 … 』(注4)

そ の建 物 の なか で 少年 劇 団 は 、 の ちに 宮 廷 で上 演 す る芝 居 の稽 古 を公 開

す る とい う名 目で芝 居 を上 演 し、 入 場 料 を とっ て 観 客 を集 め よ う とい うの

で あ っ た 。 手 紙 の な か で は 、使 用 目的 に つ い て は 何 も述 べ られ て い な い 。

貸 主 の サ ー ・ウ ィ リア ム は そ うい うふ うに使 用 され る と は ま るで 知 らず 、

た だ 、少 年 た ちの 演 技 指 導 の た め(fortheteachingoftheChildrenofthe

Chape1)と だ け 知 ら され て い た。(注5)

そ の よ うな建 前 の裏 に 隠 され た フ ァ ラ ン トの本 音 の 部 分 は 、観 客 を集 め

て ひ と も うけ しよ う とい う商 業 主 義 だ っ た の で あ る が 、 サ ー ・ウ ィ リア ム

も 含め て1576年 の 時 点 で の 住 民 に は まだ 理 解 され な か っ た 、 とみ て よ い で

あ ろ う。 職 業 演 劇 は まだ宿 屋 の 中庭 な ど で上 演 して い た こ ろ で あ り、フ ァ

ラ ン トは か つ て 前 例 の な い こ とを始 め よ う と して い た の で あ る 。 とに か く

こ の と きは 、 ブ ラ ッ クフ ラ イ アー ズ の 住 民 か ら劇 場 を開 くこ とに 対 す る反

対 の声 は あ が ら なか っ た 。

事 情 は ど嘉 で あれ 、 フ ァ ラ ン トは イ ン グ ラ ン ド最 初 の 商 業 演 劇 の 室 内 劇

場 をつ くる こ とに な っ た の で あ る。

1576年12月20日

借 主 フ ァ ラ ン トと貸主 モ ア の あ い だ で 、貸 借 契 約 に 署 名 が され た 。ネヴ ィ

一27一



ブ ラ ックフラ イアー ズ劇場の誕生

ル が 借 りて い た部 屋 をす べ て借 り る こ とに な っ て い た。年 間14ポ ン ドの 貸

借 料 で あ る(偶 然 で あ ろ うが 、こ れ は バ ー ベ ッジ が劇 場 を建 て る ため に ジャ

イル ズ ・ア レ ンか ら借 りた 土 地 の 貸 借 料 と同 じ額 で あ る)。

フ ァ ラ ン トは 、モア と契 約 す る ま え に 、サ ー ・ヘ ン リー ・ネ ヴ ィル が 作 っ

た 部 屋 の あ いだ の 仕 切 り を一 つ だ け 取 り除 きた い と い うこ と を伝 え(手 紙

に も書 い て あ る)、 モ ア も そ れ を了 承 した。 しか し フ ァ ラ ン トが 実 際 に取 り

除 い た仕 切 りは 一 つ だ け で は なか っ た の で あ る 。 それ は フ ァ ラ ン トが 犯 し

た契 約 違 反 の うち の一 つ に す ぎ な か った が 。

こ れ よ り先1576年4月13日 に は 、 ジ ェ イム ズ ・バ ー ベ ッジ が 専 用 の 劇 場

を建 て る た め に ロ ン ドン市 の 北 の 郊 外 に21年 間 の 契 約 で敷 地 を借 り うけ て

お り、 フ ァ ラ ン トはバ ー ベ ッ ジ の事 業 計 画 に よ っ て 刺 激 され た の で は な い

か とさ れ て い る(「 劇 場 座 」 は翌 年 の8月1日 まで に は使 用 され て い た こ

とが わ か っ て い る)。

しか し、 劇 場 座 を建 て る ため にバ ー ベ ッ ジが 費や し た金 額 は お よ そ650

ポ ン ドで あ り、 フ ァラ ン トは 、 そ の よ うな莫 大 な 費 用 を捻 出 して 専 用 劇 場

を建 て る こ とは 自分 に は 不 可 能 とみ な し たの で あ ろ うか?既 存 の 建 物 を

利 用 し よ う とい うの は 、 屋 内劇 場 を作 ろ う とい う意 識 が 第 一 義 的 に あ っ た

の で は な く、資 金 面 の都 合 だ っ た とい う推 測 も可 能 で あ る。

フ ァ ラ ン トが 建 物 を借 りる こ とに な り、 契 約 書 が取 り交 わ さ れ て も、 ブ

ラ ッ クフ ラ イ アー ズの住 民 た ち は特 に 反 対 は しなか っ た 。 稽 古 を公 開 す る

だ け だ と聞 か され て い た か ら で あ る 。

しか し、 劇 場 の 使 用 開始 後 は そ う簡 単 に こ とは は こば なか っ た 。稽 古 を

す る とい うの が 何 を意 味 す る のか が わ か る ま で に 、 さほ ど時 を 必要 と しな

か っ た 。サ ー ・ウ ィ リア ム の 言 葉 に よ れ ば 、実 情 は"acontinualhousefor

plays"に な っ て しま っ た の だ っ た 。(注6)

こ れ を憤 っ たサ ー ・ウ ィ リア ム と劇 団関 係 者 との 争 い は 、第 一 次 の ブ ラ ッ
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クフライアーズ劇場の8年 間を通 じて続けられた。契約書には、建物を芝

居上演に使ってはならないという条項はなかったので、サー ・ウィリアム

は、建物 を又貸 ししないという条項に違反 していることをたてに、明け渡

しを求め続けたのである。やがて、1584年 の劇場の閉鎖 をもって、所有者

であるサー ・ウィリアムの勝利で終わることになる。

この劇場は、本格的な商業演劇の拠点としての室内劇場とは、だいぶ趣

きを異にするものではなか ったか と想像するのであるが、ともか くにも最

初の室内劇場には違いなか った。

注1.G。M.ト レ ヴ ェ リア ン 『イ ギ リス 史2』(み す ず 書 房 、1974年)、37ペ

ー ジ
。

2.同 書 、36ペ ー ジ 。

3,IrwinSmith,Shakespeare'sBlackfyiaysPlayhouse,(NewYork

UniversityPress,1964),p.135.

4.Ibid.,p.135.

5,Ibid.,p.467."SirWilliamMore'sCommentontheFarrantLease"

6,Ibid.,p.-467.

付 記 、 ブ ラ ッ ク フ ラ イ ア ー ズ 修 道 院 、 な ら び に ブ ラ ッ ク フ ラ イ ア ー ズ 劇 場

に か か わ る 歴 史 的 な 事 実 関 係 に つ い て は 、 主 と し てE.K.Chambers,The

ElizabethanStageお よ び 、IrwinSmith,Shakespeare'sBlackfriarsPlay-

houseに よ る 。
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